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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　夫々、肉厚中ほどを底部として他面がわから一面に向けて延び、開口する複数個の凹部
が、共に長手方向両端部がわ所定範囲で、且つ相互に整合するよう規制した位置に形成さ
れた第１本体部材と第２本体部材とから構成され、それら第１本体部材及び第２本体部材
の前記凹部形成面である一面同士が、その凹部個々を整合させて貼着、一体化されたもの
となし、相互の凹部が上下に連通するだけで、隣接するもの相互は連通することなく独立
した状態に封じ込められてなるマットレス本体を形成した上、該マットレス本体の実質上
全表面に通気性及び非透水性を有するフイルムを貼着してなるものとしたことを特徴とす
るマットレス。
【請求項２】
　第１本体部材と第２本体部材とは、一方に対する他方の硬さを違えてなるものに設定さ
れた、請求項１記載のマットレス。
【請求項３】
　第１本体部材と第２本体部材とが一体化されたマットレス本体は、その一面に第１平状
部材が、またその他面に第２平状部材が夫々一体的になるよう設けられた、請求項１また
は２何れか記載のマットレス。
【請求項４】
　第１平状部材と第２平状部材とは、一方に対する他方の硬さを違えてなるものに設定さ
れた、請求項３記載のマットレス。
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【請求項５】
　第１本体部材の前記他面には、一端から他端に向けて実質上連続して第１傾斜面、平坦
面、及び第２傾斜面が設けられ、前記第１傾斜面は前記一端に向けて上方に傾斜し、前記
第２傾斜面は前記他端に向けて上方に傾斜し、前記第１傾斜面の傾斜角度が前記第２傾斜
面の傾斜角度よりも大きく設定されてなるものとした、請求項１ないし４何れか記載のマ
ットレス。
【請求項６】
　マットレス本体の中間部の少なくとも一側部に凹所が設けられ、該凹所に補助マットレ
スを着脱自在に嵌め込んだ上、当該マットレス本体上に人が臥した状態で前記補助マット
レスを外し、臥した人の抱き抱えの便を良くしてなるものとした、請求項１ないし５何れ
か記載のマットレス。
【請求項７】
　マットレス本体の略中間辺りに貫通部が設けられ、該貫通部に補助マットレスを着脱自
在に嵌め込んだ上、当該マットレス本体上に人が臥した状態で前記補助マットレスを外し
、臥した人が座ったままで貫通部下方に設置した簡易便器への排便を可能となるものにし
た、請求項１ないし６何れか記載のマットレス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　　本発明は、病院、家庭のベッドなどに用いるマットレスに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　　病院、家庭のベッドなどに用いるマットレスとして、発泡ウレタン樹脂、天然ゴムな
どから形成されたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。この公知のマットレ
スは、例えば、図１６に示す構成を有しており、発泡ウレタン樹脂から形成された直方体
状のマットレス本体２を備え、このマットレス本体２の下面に複数個の凹部４が設けられ
、これら凹部４がその表面に向けて延びている。このようなマットレスでは、複数個の凹
部４が設けられているので、マットレス本体２の柱状部（凹部４でない部分）が撓み易く
、従って、体圧を分散して支持することができる。
【０００３】
　　また、このようなマットレスとして、マットレス本体の表面に合成樹脂製フィルムを
貼着したものが知られている（例えば、特許文献２参照）。
　　この合成樹脂製フイルムは非通気性で且つ非透水性を有しており、このようなフィル
ムでマットレス本体を覆うことにより、マットレス本体に細菌、ダニなどが浸入するのを
防止することができるとともに、汚物などの水分が浸入するのを防止することができる。
【０００４】
【特許文献１】
　　　特願２００１－２５４２５号公報
【特許文献２】
　　　特願２０００－２７４５８号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　　しかしながら、このような公知のマットレスには、次の通りの解決すべき問題がある
。即ちマットレス本体に単に複数個の凹部を設けたものでは、マットレス本体の柱状部の
先端部が自由に撓むので、人体などにより上面に大きな力が作用すると、マットレス本体
の柱状部が大きく弾性変形して撓み、これによって、この力がベッド側に逃げて充分に対
抗することができず、所望の体圧分散効果が得られないという問題がある。
【０００６】
　　また、マットレス本体の表面に非通気性及び非透水性のフイルムを貼着させたもので
は、このフィルムによって水に加えて空気の通過も阻止されるので、マットレス本体内が
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蒸れやすく、使用時に不快感を与えるという問題がある。
【０００７】
　　本発明の目的は、体圧を適度に分散し、人体を適度の抵抗力でもって支持することが
できるマットレスを提供することである。本発明の他の目的は、使用者に快適な使用環境
を与えることができるマットレスを提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　　本発明の基本をなすマットレスは、夫々、肉厚中ほどを底部として他面がわから一面
に向けて延び、開口する複数個の凹部が、共に長手方向両端部がわ所定範囲で、且つ相互
に整合するよう規制した位置に形成された第１本体部材と第２本体部材とから構成され、
それら第１本体部材及び第２本体部材の前記凹部形成面である一面同士が、その凹部個々
を整合させて貼着、一体化されたものとなし、相互の凹部が上下に連通するだけで、隣接
するもの相互は連通することなく独立した状態に封じ込められてなるマットレス本体を形
成した上、該マットレス本体の実質上全表面に通気性及び非透水性を有するフイルムを貼
着してなる構成を要旨とするマットレスである。
【０００９】
　　本体部材は、比較的硬い材料から形成されているので、多数の凹部が設けられていて
も軟らかくなり過ぎることはなく、また平状部材は比較的軟らかい材料から形成されてお
り、このように構成することによって、マットレス全体として適度の硬さを保ち、所望の
体圧分散効果を得ることができる。また、本体部材を表側にして使用する場合と平状部材
を表側にして使用する場合とで、マットレスの硬さを変えることができる。このような本
体部材及び平状部材は、例えば、硬さが調整されたゴム材料（例えば、天然ゴム材料）、
ウレタン樹脂材料（発泡させたもの）から形成することができる。
【００１０】
　　このマットレスにおいては、上述したと同様の構成を有しているので、本体部材の柱
状部の先端部が平状部材に固定され、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓む
ことが制限され、所望の体圧分散効果が得られる。また、本体部材は比較的軟らかい材料
から形成され、平状部材は比較的硬い材料から形成されているので、マットレス全体とし
て適度の軟らかさを保ちながら体圧分散効果を得ることができ、更に、本体部材を表側に
して使用する場合と平状部材を表側にして使用する場合とで、マットレスの硬さを変える
ことができる。
【００１１】
　　このマットレスにおいては、マットレス本体の本体部材の一面に第１平状部材が、そ
の他面に第２平状部材が一体的に設けられているので、本体部材の柱状部（凹部以外の部
分）の両端部が第１及び第２平状部材に固定され、これによって、これら柱状部の両端部
が自由に撓むことが制限される。従って、マットレス本体に体圧が作用すると、本体部材
の柱状部の中間部分が撓むようになり、これにょって、体圧を支持するための適度の対抗
力が生じ、上述したと同様に、所望の体圧分散効果が得られる。
【００１２】
　　また、本体部材は比較的硬い材料から形成されているので、多数の凹部が設けられて
いても軟らかくなり過ぎることはなく、また第１及び第２平状部材は比較的軟らかい材料
から形成されており、このように構成することによって、上述したと同様に、マットレス
全体として適度の硬さを保つことができる。
【００１３】
　　また、本発明のマットレスでは、前記第１平状部材は前記第２平状部材よりも軟らか
くなるように形成してもよく、その結果、第１平状部材が第２平状部材よりも軟らかくな
るように形成されているので、第１平状部材がマットレス本体の表側になるようにするこ
とによって、使用者に対する感触を幾分軟らかくすることができるのに対し、第２平状部
材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分硬
くすることができる。
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【００１４】
　　このマットレスには、マットレス本体が本体部材として第１本体部材と第２本体部材
とからなるものも包含されており、本体部材としての第１本体部材が比較的軟らかい材料
で形成され、第２本体部材が比較的硬い材料で形成されるようにしたものでは、第１本体
部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分
軟らかくすることができるのに対し、第２本体部材がマットレス本体の表側になるように
することによって、使用者に対する感触を幾分硬くすることができ、マットレスの表裏を
変えることによって、その硬さを変えることができる。
【００１５】
　　また、第１本体部材と第２本体部材とは、前記一面から他面に向けて延びる複数個の
凹部を整合するようにしてにしたマットレスにおいては、それらの一面に複数個の凹部が
設けられ、これら凹部が整合するように第１本体部材及び第２本体部材とが相互に一体的
に設けられているので、第１本体部材及び第２本体部材の柱状部（凹部以外の部分）の先
端部が相互に固定され、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限さ
れる。従って、第１本体部材及び／又は第２本体部材に体圧が作用すると、体圧を支持す
るための適度の対抗力が生じ、所望の体圧分散効果が得られる。
【００１６】
　　また、本発明のマットレスには、前記複数個の凹部が、前記第１本体部材及び第２本
体部材の前記一面の長手方向両端部に規制して設けられているものを含んでおり、第１本
体部材及び第２本体部材の一面の長手方向両端部に複数の凹部が設けられているので、人
体の頭部及び足部が位置する部分では適度な軟らかさを保つことができ、またそれらの長
手方向の中間部では凹部が存在しないので、人体の腰が位置する部分では適度な硬さをた
もつことができ、人体を適度の硬さで支持することができる。このようなマットレスは、
同じ形状の第１本体部材及び第２本体部材の凹部側を張り合わせることによって形成する
ことができる。
【００１７】
　　また、本発明には、前記第１本体部材の前記他面には、一端から他端に向けて実質上
連続して第１傾斜面、平坦面及び第２傾斜面が設けられ、前記第１傾斜面は前記一端に向
けて上方に傾斜し、前記第２傾斜面は前記他端に向けて上方に傾斜し、前記第１傾斜面の
傾斜角度が前記第２傾斜面の傾斜角度よりも大きくしたマットレスが含まれており、この
マットレスにおいては、マットレス本体の第１本体部材は、一端から他端に向けて第１傾
斜面、平坦面及び第２傾斜面を有し、第１傾斜面の傾斜角度が第２傾斜面の傾斜角度より
も大きいので、使用者が第１傾斜面側を頭にし、第２傾斜面側を足にして横たわると、使
用者の足部がこの第２傾斜面に位置するので、足部が第２傾斜面の傾斜角に沿って平坦面
に位置する腰部よりも幾分高くなり、これによって、使用者の血行が良くなって疲れが取
れやすくなる。また、使用者の頭部は第１傾斜面に位置し、頭部が第１傾斜面に沿って足
部よりも幾分高くなり、人体を安定的に自然に支持することができる。
【００１８】
　　そして、本発明の上記までのマットレスでは、前記マットレス本体の実質上全表面に
は通気性及び非透水性を有するフィルム、たとえばポリエステル、ナイロン、塩化ビニル
、ウレタンから形成されたフィルムが設けられていなければならない。
　　このフィルムを通して空気が通過し、これによって、マットレス本体の内部が蒸れ難
くなり、患者などの使用者に対して快適な環境を提供することができる。また、水、汚物
などの通過が阻止され、これらが内部に入ることがなく、これによって、雑菌などの繁殖
を少なくし、衛生上清潔に保つことができる。
【００１９】
　　さらに、本発明のマットレスには、前記マットレス本体の中間部の少なくとも－側部
に凹所が設けられ、前記凹所に補助マットレスが着脱自在に取り付けられたものとするこ
とができ、このマットレスにおいては、マットレス本体の少なくとも一側部に設けられた
凹所に補助マットレスが着脱自在に取り付けられ、補助マットレスを外すことによってマ
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ットレス本体の少なくとも一側部に凹所が形成されることとなり、この補助マットレスを
外した状態では、この凹所に人の手を入れることができ、このように手を入れることによ
って、マットレス本体に臥した人を容易に抱きかかえることが可能となり、介護用マット
レスとして好都合に用いることができる。
【００２０】
　　さらにまた、本発明には、マットレス本体の略中間辺りに貫通部が設けられ、前記貫
通部に補助マットレスが着脱自在に取り付けられてなるマットレスも含まれており、この
マットレス本体の略中央部に設けられた貫通部に補助マットレスが着脱自在に取り付けら
れるので、この補助マットレスを外すことによって、マットレス本体の略中央部に貫通部
が形成され、補助マットレスを外した状態において、その下方に例えば簡易便器を設置す
ることによって、マットレス本体上に座った姿勢（又は寝た姿勢）で排便、排尿などの用
を足すことができ、例えば寝たきりの人の介護用マットレスとして好都合に用いることが
できる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　　以下、図１～図５を参照して、本発明に従うマットレスの各種実施形態について説明
する。
　《第１の実施形態》
　　まず、図１～図３を参照して、第１の実施形態のマットレスについて説明する。図１
は、第１の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す斜視図であり、図２は、図１に
おけるＩＩ－ＩＩによる断面図であり、図３は、図１のマットレス本体にフィルムを貼着
した状態を一部切欠いて示す斜視図である。
　　図１及び図２において、このマットレスは薄い直方体状のマットレス本体１２を備え
、このマットレス本体１２は、本体部材１４と、この本体部材１４の一面（下面）に一体
的になるように設けられた平状部材１６とから構成されている。本体部材１４及び平状部
材１６は、例えばゴム材料（例えば、天然ゴム材料、合成ゴム材料）、ウレタン樹脂材料
などから形成され、適度に発泡させて弾性を有するように形成される。
【００２２】
　　本体部材１４には、その一面（図２において下面）から他面（図２において上面）に
向けて複数個の凹部１８が設けられている。凹部１８は適宜の間隔をおいて実質上均一と
なるように多数設けられ、各凹部１８の形状は円柱状に形成されている。この凹部１８の
形状は適宜の形状でよく、四角、六角などの角柱状でもよい。
【００２３】
　　平状部材１６は、この本体部材１４の一面に一体的になるように、例えば接着剤を用
いて固着される。このように本体部材１４の一面に平状部材１６を一体的に設けることに
よって、本体部材１４の柱状部２０（凹部１８間に存在する部分）の先端部の撓みが平状
部材１６により制限され、従って、柱状部２０の長手方向（図２において上下方向）中央
部分が弾性変形して撓むようになり、これによって、体圧を支持するための適度の対抗力
が生じる。
【００２４】
　　このマットレス本体１２は、本体部材１４は比較的硬い材料から形成され、平状部材
１６は比較的軟らかい材料から形成されこのような硬さの調整は、材質を変える、或いは
発泡の程度を変えるなどして調整することができる。
　　本体部材１４を比較的硬い材料から形成することによって、複数個の凹部１８を設け
ても軟らかくなり過ぎることはなく、適度の硬さを保つことができ、また、平状部材１６
を比較的軟らかい材料から形成することによって、マットレス本体１２の一面が硬くなり
過ぎることはなく、このように構成することによって、マットレス本体１２として適度の
硬さを保ち、体圧を適度の抵抗力で支持することができ、所望の体圧分散効果を得ること
ができる。
【００２５】
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　　このようなベッド本体１２は、その長さＬが例えば１９３ｃｍに、その幅Wが例えば
９１ｃｍに、その厚さＴが例えば１０ｃｍになるように形成される。そして、ベッド本体
１２の厚さＴに関し、本体部材１４の厚さｔ１が７～９ｃｍ程度であって、例えば８．５
ｃｍに、また平状部材１６の厚さｔ２が３～１ｃｍ程度であって、例えば１．５ｃｍにな
るように形成され、本体部材１４の厚さｔ１が８．５ｃｍである場合、凹部１８の深さ＝
は、５～７ｃｍ程度であって、例えば６．０ｃｍになるように形成される。尚、本体部分
１４の厚さｔ１及び平状部材１６の厚さｔ２を実質上等しい５ｃｍになるようにしてもよ
い。
【００２６】
　　図３をも参照して、このベッド本体１２の実質上全表面は、通気性で且つ非透水性を
有するフィルム２２で覆うのが好ましい。このフィルム２２は、例えば接着剤によりマッ
トレス本体１２の一面、他面及び４側面に貼着される。このように構成することによって
、マットレス本体１２全体がフィルム２２で覆われる。このフィルム２２は通気性を有す
る故に、フィルム２２を通して通気が行われ、マットレス本体１２が蒸れるのを防止する
ことができる。また、このフィルム２２は非透水性を有する故に、フィルム２２を通して
の水、汚物などの侵入が阻止され、これらによってマットレス本体１２が汚れることがな
く、従って、雑菌等の繁殖を抑えることができ、衛生上清潔に保つことができる。このよ
うなフィルム２２は、例えば、ポリエステル、ナイロン、塩化ビニル、ウレタンなどから
形成することができる。
【００２７】
　　上述したマットレスでは、平状部材１６が例えばベッドに載置され、患者などの使用
者はマットレス本体１４の上面に横に臥すようになる。このようにマットレス本体１２の
上面に横になると、平状部材１６が本体部材１４の一面に一体的になるように設けられて
いるので、本体部材１４の柱状部２０の長手方向中央部分が弾性変形して撓むようになり
、これによって体圧が分散して支持されるが、その支持には適度の対抗力が生じ、適度の
硬さを保ちながら所望の体圧分散効果を得ることができる。
【００２８】
　《第２の実施形態》
　　次に、図４を参照して、第２の実施形態のマットレスについて説明する。図４は、第
２の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す、図２に対応する断面図である。尚、
以下の実施形態において、第１の実施形態と実質上同一の部材には同一の参照番号を付し
、その説明を省略する。
　　図４において、第２の実施形態のマットレスはマットレス本体１２Ａを備え、このマ
ットレス本体１２Ａは、本体部材１４Ａと、この本体部材１４Ａの一面（上面）に一体的
になるように設けられた平状部材１６とから構成されている。本体部材１４Ａには、その
一面（図４において上面）から他面（図４において下面）に向けて延びる複数個の凹部１
８Ａが設けられている。第２の実施形　態においても、上述したと同様に、マットレス本
体１２Ａの表面全体を、通気性で且つ非透水性のフィルム（図示せず）で覆うのが望まし
い。この第２の実施形態のその他の構成は、上述した第１の実施形態と実質上同一である
。
【００２９】
　　第２の実施形態のマットレスでは、本体部材１４Ａが、例えばベッドに載置され、使
用者はマットレス本体１４Ａの上面に横に臥すようになる。平状部材１６の上面に横にな
ると、平状部材１６が本体部材１４Ａの一面に一体的になるように設けられているので、
上述したと同様に、本体部材１４Ａの柱状部２０の長手方向中間部分が弾性変形して撓む
ようになり、第１の実施形態と同様に、適度の硬さを保ちながら所望の体圧分散効果を得
ることができる。
【００３０】
　《第３の実施形態》
　　次に、図５を参照して、第３の実施形態のマットレスについて説明する。図５は、第
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３の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す、図２に対応する断面図である。
　　図５において、第３の実施形態のマットレスはマットレス本体１２Ｂを備え、このマ
ットレス本体１２Ｂは、本体部材１４Ｂと、この本体部材１４Ｂの一面（下面）に一体的
になるように設けられた平状部材１６Ｂとから構成されている。本体部材１４Ｂには、そ
の一面（図５において下面）から他面（図５において上面）に向けて延びる複数個の凹部
１８Ｂが設けられている。
【００３１】
　　この第３の実施形態では、マットレス本体１２Ｂは、その厚さＴが例えば１０ｃｍに
なるように形成され、本体部材１４Ｂの厚さｔ１及び平状部材１６Ｂの厚さｔ２が実質上
等しく、例えば５ｃｍ程度になるように形成され、また本体部材１４Ｂの凹部１８Ｂの深
さＨは、２～４ｃｍ程度であって、例えば３ｃｍになるように形成される。
【００３２】
　　このマットレス本体１２Ｂでは、本体部材１４Ｂは比較的軟らかい材料から形成され
、平状部材１６Ｂは比較的硬い材料から形成され、このような硬さの調整は、材質を変え
る、或いは発泡の程　度を変えるなどして調整することができる。このように構成するこ
とによって、本体部材１４Ｂをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感
触が軟らかくなるのに対し、平状部材１６Ｂをマットレスの表側にすることによって、使
用者に対する感触が硬くなり、マットレスの置き方により使用者に対する感触を変えるこ
とができる。
　　第３の実施形態においても、上述したと同様に、マットレス本体１２Ｂの表面全体を
、通気性で且つ非透水性のフィルム（図示せず）で覆うのが望ましい。この第３の実施形
態のその他の構成は、上述した第１の実施形態と実質上同一である。
【００３３】
　《第４の実施形態》
　　次に、図６を参照して、第４の実施形態のマットレスについて説明する。図６は、第
４の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す、図２に対応する断面図である。
　　図６において、第４の実施形態のマットレスはマットレス本体１２Ｃを備え、このマ
ットレス本体１２Ｃは、本体部材１４Ｃと、本体部材１４Ｃの一面（下面）に一体的にな
るように設けられた　第１平状部材３２と、この本体部材１４Ｃの他面（上面）に一体的
になるように設けられた第２平状部材３４とから構成されている。本体部材１４Ｃには、
その一面（図６において下面）から他面（図６において上面）に貫通する複数個の貫通孔
３６が設けられている。これら貫通孔３６は適宜の間隔をおいて実質上均一となるように
多数設けられ、各貫通孔３６の形状は円柱状に形成されている。
【００３４】
　　第１及び第２平状部材３２，３４は、この本体部材１４Ｃの両面に一体的になるよう
に、例えば接着剤を用いて固着され、このように構成することによって、本体部材１４Ｃ
の柱状部２０の両端部の撓みが第１及び第２平状部材３２，３４により制限され、従って
、柱状部２０の長手方向中間部分が弾性変形して撓むようになり、これによって、第１及
び第２の実施形態と同様に、体圧を支持するための適度の対抗力が生じる。
【００３５】
　　このマットレス本体１２Ｃでは、本体部材１４Ｃは比較的硬い材料から形成され、第
１及び第２平状部材３２，３４は比較的軟らかい材料から形成され、このように構成する
ことによって、マットレス本体１２Ｃの全体として有る程度の硬さを保ちながらその両表
面を軟らかく保つことができ、これによって、体圧を適度の抵抗力で支持することができ
、所望の体圧分散効果を得ることができる。また、第１平状部材３２は第２平状部材より
も軟らかくなるように形成される。このようにすると、第１平状部材３２をマットレスの
表側にすることによって、使用者に対する感触が幾分軟らかくなるのに対し、第２平状部
材３４をマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が幾分硬くなり、マ
ットレスの置き方により使用者に対する感触を変えることができる。第４の実施形態にお
いても、図示していないが、マットレス本体１２Ｃの表面全体を、通気性で且つ非透水性
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のフィルムで覆うのが望ましい。この第４の実施形態のその他の構成は、上述した第１の
実施形態と実質上同一である。
【００３６】
　　第４の実施形態のマットレスでは、第１平状部材３２が本体部材１４Ｃの一面に、ま
た第２平状部材３４が本体部材１４Ｃの他面に一体的になるように設けられているので、
体圧が作用したときに本体部材１４Ｃの柱状部２０の長手方向中間部分が弾性変形して撓
むようになり、従って、第１及び第２の実施形態と同様に、適度の硬さを保ちながら所望
の体圧分散効果を得ることができる。
【００３７】
　《第５の実施形態》
　　次に、図７を参照して、第５の実施形態のマットレスについて説明する。図７は、第
５の実施形態のマットレスのマットレス本体を分解して示す分解断面図である。
　　図７において、第５の実施形態のマットレスはマットレス本体１２Ｄを備え、このマ
ットレス本体１２Ｄは第１本体部材及び第２本体部材１４Ｄ、１５Ｄから構成されている
。第１本体部材及び第２本体部材１４Ｄ，１５Ｄは実質上同一の構成であり、それらの一
面には、夫々他面に向けて延びる凹部１８Ｄ，１９Ｄが実質上均一となるように多数設け
られている。第１本体部材及び第２本体部材１４Ｄ，１５Ｄは、多数の凹部１８Ｄ，１９
Ｄが相互に整合するように、それらの一面（凹部１８Ｄ，１９Ｄが設けられている面）が
一体的になるように、例えば接着剤を用いて固着され、このように構成することによって
、第１本体部材及び第２本体部材１４Ｄ，１５Ｄの柱状部２０の両端部の撓みが制限され
、これによって、第１及び第２の実施形態と同様に、体圧を支持するための適度の対抗力
が生じる。
【００３８】
　　このマットレス本体１２Ｄでは、第１本体部材１４Ｄは比較的軟らかい材料から形成
され、第２本体部材１５Ｄは比較的硬い材料から形成され、このように構成することによ
って、マットレス本体１２Ｄとして適度の硬さを保つことができるとともに、第１本体部
材１４Ｄをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が軟らかくなるの
に対し、第２本体部材１５Ｄをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感
触が硬くなり、マットレスの置き方により使用者に対する感触を変えることができる。第
４の実施形態においても、図示していないが、マットレス本体１２Ｄの表面全体を、通気
性で且つ非透水性のフィルムで覆うのが望ましい。この第４の実施形態のその他の構成は
、上述した第１の実施形態と実質上同一である。
【００３９】
　《第６の実施形態》
　　次に、図８及び９を参照して、第６の実施形態のマットレスについて説明する。図８
は、第６の実施形態のマットレスのマットレス本体の平面図であり、図９はそのＩＩＩ－
ＩＩＩ断面図である。
　　図９において、第６の実施形態のマットレスはマットレス本体１２Ｅを備え、このマ
ットレス本体１２Ｅは第１本体部材及び第２本体部材１４Ｅ，１５Ｅから構成されている
。第１本体部材及び第２本体部材１４Ｅ，１５Ｅは実質上同一の構成であり、それらの一
面の長手方向（図９において左右方向）両端部（例えば、両端側の略１／４の部分）には
、夫々、他面に向けて延びる凹部１８Ｅ，１９Ｅが実質上均一となるように多数設けられ
ているが、それらの一面の中間部（両端側の略１／４部分を除く部分）には凹部が存在し
ていない。第１本体部材及び第２本体部材１４Ｅ，１５Ｅは、凹部１８Ｅ，１９Ｅが相互
に整合するように、それらの一面が接着剤などで張り合わされる。
【００４０】
　　このマットレス本体１２Ｅでは、マットレス本体１２Ｅの長手方向両端部に複数の凹
部１８Ｅ，１９Ｅが存在するので、使用者の頭部及び足部が位置する部分は適度な軟らか
さを保ちながら感触を良くすることができ、またその長手方向中間部は凹部が存在してな
いので、人体の腰部及びその近傍が位置する部分は適度の硬さを保ち、人体を支持するた
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めの対抗力を長期間維持でき、マットレスとしての耐久性に優れている。この第６の実施
形態においても、図示していないが、マットレス本体１２Ｅの表面全体を、通気性で且つ
非透水性のフィルムで覆うのが望ましい。この第６の実施形態のその他の構成は、上述し
た第５の実施形態と実質上同一である。
【００４１】
　　この第６の実施形態では、第１本体部材及び第２本体部材１４Ｅ，１５Ｅには、それ
らの一面の長手方向両端部に凹部１８Ｅ，１９Ｅを実質上均一となるように多数設けてい
るが、それらの一面の両端部の一部に凹部１８Ｅ，１９Ｅを設けるようにしてもよく、或
いはそれらの一面の実質上全域に凹部１８　Ｅ，１９Ｅを設けるようにしてもよい。
【００４２】
　《第７の実施形態》
　　次に、図１０及び１１を参照して、第７の実施形態のマットレスについて説明する。
図１０は、第７の実施形態のマットレスのマットレス本体の平面図であり、図１１はその
Ｘ１－Ｘ１断面図である。
　　図１１において、第７の実施形態のマットレスはマットレス本体１２Ｆを備え、この
マットレス　本体１２Ｆは第１本体部材及び第２本体部材１４Ｆ，１５Ｆから構成されて
いる。第１本体部材１４Ｆは、他面（図１１において上面）の長手方向（図１１において
左右方向）両端側が中間部よりも高く、この両端側が同じ高さになるように構成されてお
り、この他面は、一端（図１０及び図１１において右端）から他端（図１０及び図１１に
おいて左端）に向けて第１傾斜面４６、平坦面４４及び第２傾斜面４８が実質上連続して
設けられている。この平坦面４４は他面の中間部に配置され、第１傾斜面４６は他面の長
手方向の一端側に設けられ、第２傾斜面４８は他面の長手方向の他端側に設けられる。こ
のようなマットレス本体１２Ｆでは、患者などが横に臥すと、患者の頭部が第１傾斜面４
６に、患者の腰及びその近傍が平坦面４４に、患者の足部が第２傾斜面４８に位置するよ
うになる。このマットレス本体１２Ｆでは、第１本体部材及び第２本体部材１４Ｆ，１５
Ｆの一面全域に、夫々、他面に向けて延びる凹部１８Ｆ，１９Ｆが実質上均一に設けられ
ている。
【００４３】
　　このマットレス本体１２Ｆでは、第１傾斜面４６はマットレス本体１２Ｆの一端に向
けて上方に略直線状に傾斜して延び、また第２傾斜面４８はその他端に向けて上方に略直
線状に傾斜して延びており、第１傾斜面４６の傾斜角度Ｘ（第１傾斜角）は、第２傾斜面
４８の傾斜角度Ｙ（第２傾斜角度）よりも大きくなるように設定するのが望ましい。この
ように設定することによって、足部の持ち上げ角度が頭部の持ち上げ角度よりも小さくな
り、マットレス本体１２Ｆに臥した人体を自然な状態で支持することができ、人体にかか
る負担を少なくすることができる。
【００４４】
　　このマットレス本体１２Ｆは、例えば、次の大きさに形成することができる。マット
レス本体１２Ｆの長手方向の長さＬ１が例えば１９１ｃｍに、その幅Wが例えば９１ｃｍ
に、その厚さＴが例えば１０ｃｍになるように形成される。そして、マットレス本体１２
Ｆの厚さＴに関し、第１本体部材１４Ｆの厚さｔ１が例えば５ｃｍ程度に、第２本体部材
１５Ｆの厚さｔ２が例えば５ｃｍ程度に、また第１本体部材及び第２本体部材１４Ｆ，１
５Ｆの凹部１８Ｆ，１９Ｆの深さＨは１～２ｃｍ程度であって、例えば２ｃｍになるよう
に形成される。第１本体部材１４Ｆの頂部から平坦面４４までの高さｔ３は１．０～２．
０ｃｍ程度、例えば１．５ｃｍに、平坦部４４の長さＬ２は８１～１０１ｃｍ程度、例え
ば９１ｃｍに、第１傾斜面４６の長さＬ３は３５～４５ｃｍ程度に、例えば４０ｃｍに、
また第２傾斜面４８の長さＬ４は４５～６５ｃｍ程度に、例えば６０ｃｍに設定される。
　　第７の実施形態においても、図示していないが、マットレス本体１２Ｆの表面全体を
通気性で且つ非透水性のフィルムで覆うのが望ましい。この第７の実施形態のその他の構
成は、上述した第５の実施形態と実質上同一である。
【００４５】
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　《第８の実施形態》
　　次に、図１２を参照して、第８の実施形態のマットレスについて説明する。図１２は
、第８の実施形態のマットレスのマットレス本体を分解して示す分解平面図である。
　　図１２において、第８の実施形態のマットレスのマットレス本体１２Ｇの本体部材１
４Ｇの長手方向（図１２において左右方向）中間部の両側部に矩形状の凹所３７が設けら
れ、この凹所３７に直方体状の補助マットレス３８が着脱自在に取り付けられる。補助マ
ットレス３８は凹所３７の形状に対応し、凹所３７に取り付けることによって、通常の直
方体状のマットレス本体１２Ｇとなる。本体部材１４Ｇ及び各補助マットレス３８は、第
１（又は第２～第７及び第１１）のマットレ　ス本体１２（又は１２Ａ～１２Ｆ及び１２
Ｊ）と実質上同様の構成であり、このように構成することによって、上述したと同様の作
用効果が得られる。
【００４６】
　　このようなマットレスにおいては、補助マットレス３８を、例えば外側に引く（又は
上方に持ち上げる）ことによって本体部材１４Ｇから外すことができ、補助マットレス３
８を外すことによって本体部材１４Ｇの中間部の側部に凹所３７が生じる。補助マットレ
ス３８を取り外した状態においては、この凹所３７内に人の手を入れることが可能となっ
て、本体部材１４Ｇに臥した人を抱き抱えたりすることが容易となり、介護用マットレス
として好都合に用いることができる。
　　この実施形態では、本体部材１４Ｇの中間部の両側部に、補助マットレス３８を取り
付けるための凹所３７を設けているが、必ずしも両側に設ける必要はなく、本体部材１４
Ｇの中間部のいずれか一方の側部のみの上記凹所を設けるようにしてもよい。
【００４７】
　《第９の実施形態》
　　次に、図１３を参照して、第９の実施形態のマットレスについて説明する。図１３は
、本発明に従うマットレスの第９の実施形態におけるマットレス本体を分解して示す断面
図である。
　　図１３において、第９の実施形態のマットレスのマットレス本体１２Ｈは本体部材１
４Ｈを備え、この本体部材１２Ｈの略中央部に矩形状の貫通部４２が設けられ、この貫通
部４２に直方体状の補助マットレス４４が着脱自在に取り付けられる。補助マットレス４
４は貫通部４２の形状に対応し、この貫通部４２に下方（又は上方）から取り付けること
によって、通常の直方体状のマットレス本体１２Ｈとなる。本体部材１２Ｈ及び各補助マ
ットレス４４は、第１（又は第２～第７及び　第１１）のマットレス本体１２（又は１２
Ａ～１２Ｆ及び１２Ｊ）と実質上同様の構成であり、このように構成することによって、
上述したと同様の作用効果が得られる。
【００４８】
　　このようなマットレスにおいては、補助マットレス４４を例えば上方に持ち上げるこ
とによって、本体部材１２Ｈから外すことができ、補助マットレス４４を外すことによっ
て、本体部材１２Ｈの略中央辺りに貫通部４２が生じる。この状態において、本体部材１
２Ｈの貫通部４２の下方に、例えば簡易便器などを置くことによって本体部材１４Ｈに座
った姿勢（又は寝た姿勢）で用を足すことができ、寝たきりの人の介護用マットレスとし
て好都合に用いることができる。
　　この実施形態では、本体部材１２Ｈに矩形状の貫通部４２を設けているが、貫通部と
して円形状、楕円形状、正方形状、菱形形状などの適宜の形状に形成することができる。
【００４９】
　《第１０の実施形態》
　　次に、図１４を参照して、第１０の実施形態のマットレスについて説明する。図１４
は、第１０の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す平面図である。
　　図１４において、第１０の実施形態のマットレスのマットレス本体１２Ｉは本体部材
１４Ｉを備え、この本体部材１４Ｉが長芋方向（図１４において左右方向）に三つに折り
畳み可能に構成されている。このような構成のマットレス本体１２Ｉにおいても、第１（
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又は第２～第７及び第１１）のマットレス本体１２（又は１２Ａ～１２Ｆ及び１２Ｊ）と
実質上同様の構成を採用することができる。
【００５０】
　《第１１の実施形態》
　　次に、図１５を参照して、第１１の実施形態のマットレスについて説明する。図１５
は、第１１の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す、図９に対応する断面図であ
る。
　　図１５において、第１１の実施形態のマットレスはマットレス本体１２Ｊを備え、こ
のマットレス本体１２Ｊは第１本体部材及び第２本体部材１４Ｊ，１５Ｊから構成されて
いる。第１本体部材及び第２本体部材１４Ｊ，１５Ｊは実質上同一の構成であり、平坦な
平面状部材から構成され、それらの一端面が例えば、接着剤により固着される。
【００５１】
　　このマットレス本体１２Ｊでは、第１本体部材１４Ｊは比較的軟らかい材料から形成
され、第２本体部材１５Ｊは比較的硬い材料から形成され、このように構成することによ
って、マットレス本体１２Ｊとして適度の硬さを保つことができるとともに、第１本体部
材１４Ｊをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が軟らかくなるの
に対し、第２本体部材１５Ｊをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感
触が硬くなり、マットレスの置き方により使用者に対する感触を変えることができる。尚
、この第１１の実施形態では、第１本体部材１４Ｊを比較的軟らかい材料から、第２本体
部材１５Ｊを比較的硬い材料から形成しているが、このような構成に代えて、第１本体部
材及び第２本体部材１４Ｊ，１５Ｊを共に比較的軟らかい材料から、又は比較的硬い材料
から形成するようにしてもよい。この第１１の実施形態においても、図示していないが、
マットレス本体１２Ｊの表面全体を、通気性で且つ非透水性のフィルムで覆うのが望まし
い。
【００５２】
　　以上、本発明に従うマットレスの各種実施形態について説明したが、本発明はかかる
実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱することなく種々の変形乃至修
正が可能である。
【００５３】
【発明の効果】
　　本発明のマットレスによれば、マットレス本体の本体部材の一に平状部材が一体的に
設けられているので、本体部材の柱状部の先端部が平状部材に固定され、これによって、
これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限される。従って、本体部材に体圧が作用す
ると、本体部材の柱状部の中間部分が撓むようになり、これによって、体圧を支持するた
めの適度の対抗力が生じ、所望の体圧分散効果が得られる。また、本体部材は比較的硬い
材料から形成されているので、多数の凹部が設けられていても軟らかくなり過ぎることは
なく、また平状部材は比較的軟らかい材料から形成されており、これによって、マットレ
ス全体として適度の硬さを保ち、所望の体圧分散効果を得ることができる。
【００５４】
　　また、本発明のマットレスによれば、本体部材の柱状部の先端部が平状部材に固定さ
れ、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限され、所望の体圧分散
効果が得られる。また、本体部材は比較的軟らかい材料から形成され、平状部材は比較的
硬い材料から形成されているので、マットレス全体として適度の軟らかさを保ちながら体
圧分散効果を得ることができる。
【００５５】
　　また、本発明の、マットレス本体の本体部材の一面に第１平状部材が、その他面に第
２平状部材が一体的に設けられているマットレスでは、本体部材の柱状部の両端部が第１
及び第２平状部材に固定され、これによって、これら柱状部の両端部が自由に撓むことが
制限される。従って、マットレス本体に体圧が作用すると、本体部材の柱状部の中間部分
が撓むようになり、これによって、体圧を支持するための適度の対抗力が生じ、所望の体
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圧分散効果が得られる。また、本体部材は比較的硬い材料から形成されているので、多数
の凹部が設けられていても軟らかくなり過ぎることはなく、また第１及び第２平状部材は
比較的軟らかい材料から形成されており、このように構成することによって、マットレス
全体として適度の硬さを保つことができる。
【００５６】
　　また、本発明の、第１平状部材が第２平状部材よりも軟らかくなるように形成されて
いるマットレスによれば、第１平状部材がマットレス本体の表側になるようにすることに
よって、使用者に対する感触を幾分軟らかくすることができるのに対し、第２平状部材が
マットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分硬くす
ることができ、また、本発明の、マットレス本体の第１本体部材が比較的軟らかい材料で
形成され、第２本体部材が比較的硬い材料で形成されているマットレスでは、第１本体部
材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分軟
らかくすることができるのに対し、第２本体部材がマットレス本体の表側になるようにす
ることによって、使用者に対する感触を幾分硬くすることができる。
【００５７】
　　また、本発明の、第１本体部材及び第２本体部材の一面に複数個の凹部が設けられ、
これら凹部が整合するように第１本体部材及び第２本体部材が相互に一体的に設けられて
いるマットレスでは、第１本体部材及び第２本体部材の柱状部の先端部が相互に固定され
、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限され、さらにまた、第１
本体部材及び第２本体部材の一面の長手方向両端部に複数の凹部が設けられている本発明
のマットレスによれば、人体の頭部及び足部が位置する部分では適度な軟らかさを保つと
共に、それらの長手方向の中間部では凹部が存在しないので、人体の腰が位置する部分で
は適度な硬さをたもつことができ、人体を適度の硬さで支持することができ、さらに、第
１本体部材及び第２本体部材の実質上全域に複数個の凹部が設けられている本発明のマッ
トレスによれば、マットレス全体を適度な硬さにすることができる。
【００５８】
　　一方、本発明の、マットレス本体の第１本体部材は、一端から他端に向けて第１傾斜
面、平坦面及び第２傾斜面を有し、第１傾斜面の傾斜角度が第２傾斜面の傾斜角度よりも
大きくしたマットレスによれば、使用者が第１傾斜面側を頭にし、第２傾斜面側を足にし
て横たわると、使用者の足部がこの第２傾斜面に位置するので、足部が第２傾斜面の傾斜
角に沿って平坦面に位置する腰部よりも幾分高くなり、これによって、使用者の血行が良
くなって疲れが取れやすくなる。また、使用者の頭部は第１傾斜面に位置し、頭部が第１
傾斜面に沿って足部よりも幾分高くなり、人体を安定的に自然に支持することができる。
【００５９】
　　そして、本発明の上記した効果に加え、本発明のマットレスでは、マットレス本体の
実質上全表面にフィルムが設けられ、このフィルムが通気性及び非透水性を有したものと
しているので、空気はフィルムを通過するが、水、汚物などはフィルムを通過せず、マッ
トレスを清潔な状態に保つことができ、その際のフィルムとしては、ボリエステル、ナイ
ロン、塩化ビニル、ウレタンから形成されたものを用いることができて好都合のものとな
る。
【００６０】
　　加えて、マットレス本体の少なくとも一側部に設けられた凹所に補助マットレスが着
脱自在に取り付けられている本発明のマットレスによれば、補助マットレスを外すことに
よって、マットレス本体の少なくとも一側部に凹所が形成され、この凹所に人の手を入れ
ることができるので、マットレス本体に臥した人を容易に抱き抱えられ、また、本発明の
マットレス本体の略中央辺りに設けた貫通部に補助マットレスが着脱自在に取り付けられ
るようにしたマットレスでは、この補助マットレスを外すことによって、マットレス本体
の略中央辺りに貫通部が形成され、この状態において、その下方に例えば簡易便器を設置
することによってマットレス本体上に座った姿勢で用を足すことができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　　本発明に従うマットレスの第1の実施形態におけるマットレス本体を示す斜
視図である。
【図２】　　図１におけるＩＩ－ＩＩ線による断面図である。
【図３】　　図１のマットレス本体にフィルムを貼着した状態を一部切欠いて示す斜視図
である。
【図４】　　本発明に従うマットレスの第２の実施形態におけるマットレス本体を示す、
図２に対応する断面図である。
【図５】　　本発明に従うマットレスの第３の実施形態におけるマットレス本体を示す、
図２に対応する断面図である。
【図６】　　本発明に従うマットレスの第４の実施形態におけるマットレス本体を示す、
図２に対応する断面図である。
【図７】　　本発明に従うマットレスの第５の実施形態におけるマットレス本体を分解し
て示す断面図である。
【図８】　　本発明に従うマットレスの第６の実施形態におけるマットレス本体を示す平
面図である。
【図９】　　図８におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線による断面図である。
【図１０】　　本発明に従うマットレスの第７の実施形態におけるマットレス本体を示す
平面図である。
【図１１】　　図１０におけるＸＩ－ＸＩ線による断面図である。
【図１２】　　本発明に従うマットレスの第８の実施形態におけるマットレス本体を分解
して示す平面図である。
【図１３】　　本発明に従うマットレスの第９の実施形態におけるマットレス本体を分解
して示す断面図である。
【図１４】　　本発明に従うマットレスの第１０の実施形態におけるマットレス本体を示
す平面図である。
【図１５】　　本発明に従うマットレスの第１１の実施形態におけるマットレス本体を示
す、図９に対応する断面図である。
【図１６】　　従来のマットレスのマットレス本体の一部を示す断面図である。
【符号の説明】
　１２，１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃ，１２Ｄ　マットレス本体
　１２Ｅ，１２Ｆ、１２Ｇ，１２Ｈ，１２Ｉ，１２Ｊ　マットレス本体
　１４，１４Ａ，１４Ｂ，１４Ｃ，１４Ｄ　本体部材
　１４Ｅ，１４Ｆ，１４Ｇ，１４Ｈ，１４Ｉ，１４Ｊ　第１本体部材
　１５Ｄ，１５Ｅ，１５Ｆ，１５Ｊ　第２本体部材
　１６　平状部材
　１８，１８Ａ，１８Ｂ，１８Ｄ，１８Ｅ，１８Ｆ　凹部
　１９Ｄ，１９Ｅ，１９Ｆ　凹部
　２０　柱状部
　２２　フィルム
　３２　第１平状部材
　３４　第２平状部材
　３６　貫通孔
　３７　凹所
　３８，４４　補助マットレス
　４２　貫通部
　４４　平坦部
　４６　第１傾斜面
　４８　第２傾斜面



(14) JP 4346066 B2 2009.10.14

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(15) JP 4346066 B2 2009.10.14

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(16) JP 4346066 B2 2009.10.14

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】



(17) JP 4346066 B2 2009.10.14

10

20

フロントページの続き

    審査官  平瀬　知明

(56)参考文献  実公昭３５－００５４８０（ＪＰ，Ｙ１）
              登録実用新案第３０８０５１４（ＪＰ，Ｕ）
              特開昭６３－１９４６５８（ＪＰ，Ａ）
              実開昭６２－１０１５２９（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭６３－０５０２５７（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭６１－１７９９５８（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭６１－１９９２６５（ＪＰ，Ｕ）
              特開平０６－２８４９４５（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５５－１７１２６２（ＪＰ，Ｕ）
              実開昭５７－１６２７６６（ＪＰ，Ｕ）
              実開平０３－０４８５５３（ＪＰ，Ｕ）
              特開昭５６－０７０７１７（ＪＰ，Ａ）
              実開昭４９－０１１５９５（ＪＰ，Ｕ）
              特開平１０－２７２０３６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３１８６４６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２５２１５２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A47C  27/15


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

